
阿賀野市告示第１２５号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４３条の２第１項の規定により、

健診負担金収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示

する。 

 

 令和８年５月２７日 

阿賀野市長 加 藤 博 幸    

 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び所在地 

  一般財団法人 下越総合健康開発センター 

新潟県新発田市本町４丁目１６番８３号 

 

２ 委託する事務の範囲 

  健診負担金の収納 

 

３ 指定公金事務取扱者として指定した日 

  令和８年４月２３日 

 

４ 事務を委託した日 

  令和８年４月２７日 

 

５ 委託期間 

  令和８年４月２７日から令和８年１２月２８日まで 

8.6.8 


